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（スマートフォン対応）

平成27年10月以降、各市町村からマイナンバーを記載した「通知カード」が送付されます。全
国的に、マイナンバー制度を悪用した不審電話が確認されていますので、注意してください。
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マイナンバーに関する電話で、少しでも不審に思ったら、市町村の担当課や最寄の警察署に
相談しましょう。
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★ マイナンバー制度に関して、公的機関から電話等で

個人情報に関する質問をすることは絶対にありません!！

★ このような電話は、特殊詐欺につながりますので、個

人情報等は絶対に教えないで下さい。
★ 電話やメール等でマイナンバーに関する問い合わせ
や連絡があった場合は、安易に答えたりせずに、各行
政機関や警察に確認、相談してください。
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